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１．はじめに

自然史標本は分類学や生物地理学・生態学といった自然史研究の証拠であり、研究成果の再

検証を可能にするという観点において重要な意味を持つ。たとえば、どの地域にどのような生

物が分布・生息をしているのか、というような情報は、すべて証拠標本があってこそ、科学的

な情報となる（瀬能 2015）。人類がなしえたことの証拠を「文化財」と呼ぶように、自然の変

遷の証拠を「自然財」と呼んで受け継いでいくことは重要である。

それでは、自然史標本の収集、保管はどのような機関が行うべきなのか。博物館法では博物

館を「資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、

調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関

する調査研究をすることを目的とする機関」（同法第二条）と定義している。さらに同法第四

条には「博物館に、専門的職員として学芸員を置く。（中略）学芸員は、博物館資料の収集、

保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。」と

ある。自然史標本の管理は学芸員の重要な職務であることが明記されている。

発表者らが所属する神奈川県立生命の星・地球博物館（以下 地球博物館と称す）は 21 名の

学芸員がそれぞれの専門分野に関し調査・研究、資料の収集・保管をすすめている。鳥獣分野

では、県内外の野生動物だけではなく、比較研究に供するための動物園等の飼育動物をも検体

として受け入れ標本化し、その付随情報をデータベースに入力し、管理を行っている。

しかし、地球博物館のようなケースばかりではない。国内の自然系博物館は、必ずしも分野

毎に学芸員が配置されるわけではなく、一人の学芸員が複数分野の標本を管理しているところ

も珍しくはない。それでも、自然史標本が受け継がれるべき「自然財」なら、これを作製し取

り扱う人材も適正な形で養成され、情報・知識・技術の継承がなされるべきではないか。もし

単独で標本作製・管理が難しいのであれば、地域の博物館施設、大学等の研究・教育施設が協

力し合ってすすめていけば可能ではないだろうか、といった発想のもと、発表者らは 2017 年

から施設間連携の取り組みを始めた。今回は、神奈川県ですすめている取り組みを元に、博物

館施設の地域連携のあり方と可能性について紹介する。
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２．地球博物館でのいままでの取り組み

発表者らは、地球博物館の開館以来 15 年以上にわたり、鳥獣検体の受け入れ・標本加工・

標本活用を続けてきた。新しい施設では、数人のスタッフが何もない状態から資料収集業務を

スタートさせる場合が非常に多い。地球博物館においても、検体の受け入れからデータベース

への情報登録までの一連の作業を軌道にのせるまでにかなりの時間がかかった。

たとえば鳥獣標本の製作にあたっては、ある程度の大きさの検体を入れられる冷凍庫や解剖、

骨処理、残渣処理のための作業場所が必要となるが、動物種や処理数によっては保管や作業の

スペースが足りないことも多々あった。作業場所は他分野との共有スペースであり物理的な制

限もあることから、年間スケジュールを学芸員間で共有し、調整をしながら作業を行うことで

乗り切った。

標本作製技術の確立と人材の確保も最優先事項であった。標本を作製する過程で得られる形

態学的な知見は科学的に重要であり、また作製手法に関しても薬品や材料の重要性が指摘され、

保管技術も多様である。しかし、これらの技術や情報は確立された方法論としてまとめられて

こなかった。そのため、蓄積されてきた情報も担当者が異動すると継承不能となることが多い。

幸いなことに地球博物館では、ドイツで専門的知識を取得された標本士の相川 稔氏の協力を得

ることができ、10 年ほどかけて標本作製ボランティアなどの人材育成と標本作製技術の確立

をすすめてきた。

これらの取り組みから、標本作製の技術、保管方法、情報データベースのしくみなどについ

ての標準モデルを作る重要性を痛感するとともに、共通の悩みを持つ他博物館施設との技術・

人的連携や情報の共有化をすすめることとした。

３．地域ネットワークについて

まずは地球博物館が主体となり、県内の市町立博物館をはじめ、大学博物館やビジターセン

ター、郷土資料館、動物園、水族館などの博物館施設・大学に呼びかけ「かながわ鳥獣標本の

技術情報交換会（以下 情報交換会と称す）」を形成することとした。主な活動は、標本の作製

や保管に関する情報交換と標本に関わる実務研修の実施である。連携のしくみづくりにあたっ

ては、相模原市立博物館、秦野市くずはの家、藤沢市湘南台文化センターこども館から協力を

得ることができた。これら 3 施設の担当者と我々が企画グループとなって以後の活動を展開す

ることとした。地球博物館とは規模や設立目的、立地条件などの異なる施設からの助言は非常

に有効であった。

学芸員の配置が少ない博物館施設で鳥獣標本を残すことは、スタート時点のハードルが非常

に高い。標本作製の道具、薬品、作業場所、保管方法など、すべてを検討しながら進める必要

があるからである。しかし、地球博物館で今までに確立した標本作製や収蔵管理の実績をもと
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に、ネットワークから寄せられた情報を加味してまとめた標準モデルを示すことができれば、

各施設の担当者はその施設の規模や人的配置といった実情に合わせた資料収集に取り組むこと

が可能となる。仮に単独施設での取り組みが難しければ、「検体の保管」、「標本作製」、「標本

保管」、「人材の確保・育成」といった課題に、複数施設が役割分担しながら取り組むことにより、

実現しやすくなるはずである。

４．人材育成について

地域連携から我々が期待するもう一つの成果は、人材の確保と育成である。博物館の自然史

標本を作製・保管・継承するためには、科学的知見に基づいた資料の収集管理に関する知識を

持ち、かつ適正な作製技術と知識を持った人材を養成していくことが急務である。残念ながら

現在は両方の素養を兼ね備えた人材はほとんど見られず、また仕事量が膨大なものとなるため、

日常的に両立していくことは難しい。博物館にかかわる 2 種類の人材（図１）を想定して、そ

の自己研さんや養成に積極的に取り組んでいかなければならない。２種類の人材の仕事を切り

分け、整理していくことが、自然財の将来へむけての継承につながると考える（広谷  2018）。

第 1 の人材は、対象となる動物の生態・形態についての知識はもちろんのこと、標本作製だ

けでなく、整理保管に関わる知識をもち、地域博物館の連携による物と情報の交流の担い手に

なる人材である。これには、個々の博物館の学芸員（学芸スタッフ）が相当するだろう。

第 2 の人材は、博物館資料の作製を中心的に担う人々である。2000 年以降、様々な博物館

施設等で標本作製を活動の主体とするボランティア団体が誕生し、活動を展開するようになっ

た。たとえば、大阪市立自然史博物館では「なにわホネホネ団」、滋賀県立琵琶湖博物館では「は

しかけの骨格作製グループ」などがそれにあたる。これらの団体は博物館を活動拠点としなが

ら、標本作製をおこなって博物館の資料収集事業に多大な貢献をしてきた。活動拠点では、哺

乳類等の動物を解剖し標本化するのに必要な場所や道具などが提供されるが、博物館と彼らと

の関係は流動的で、学芸員が退職などにより不在となると、活動を休止する団体もある。つま

り継続した標本作製を続けるためには、協力団体のモチベーションを保ちつつ、いかに継続し

た活動を進めていくのかが「カギ」となるとの結論に至った。発表者らは、自然史標本を担う

人材の素養・仕事内容の「精査と切り

分け」を通して、活動の継続・継承が

達成できるものと考える。

そのキーマンともいえる人材が「標

本士」である。標本士は、対象となる

動物の生態・形態についての知識をも

ち、検体の状態を見きわめ、その状態

にふさわしい形で標本として残すた 図１．博物館の資料作製保管活用事業に関わる 2つの人材．
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めの高水準の技術を持つ者が望ましい。標本に特化したポストを持つ施設は、国内にごくわず

かしかないが、欧米の博物館では重要な仕事と認知されている。鳥獣標本のように、加工や保

管に関わる作業に時間もエネルギーも専門性の高い知識や技術も必要とされる分野では、重要

な人材である。各施設で活動するボランティアを指導する人でもある。現在活動中のボランティ

アの中から、あるいは、自然史について深い関心を持ち学んでいる人の中から、標本士の候補

は出てくるかもしれない。

５．地域連携の呼びかけはアンケートから

まずは標本作製、保管、活用の現状を把握するため、神奈川県内の博物館、ビジターセンター、

郷土資料館、動物園、水族館、大学研究室、個人にアンケート（表 1）を送ったところ、合計

25 施設・個人（表 2）から回答を得た。アンケート結果の概略をまとめると、以下のようになる。

表１．実施したアンケートの内容 表２．アンケートの回答があった施設・個人一覧
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①　資料を集め・公開する拠点としての役割を何らかの形ではたしていることが明らかになっ

た。

● 25 施設のすべてが、「検体受入れ」、「検体加工」、「加工済みの標本受入れ」など、何ら

かの形で自然史標本と関わっていた。

●標本の活用に関しては、展示 25 施設、講座・ワークショップ 21 施設、貸出 15 施設、レ

ファレンス対応 14 施設で積極的なアウトプットも行なっていた。

②　検体の受け入れをおこなっていた 20 施設について、検体の加工や標本保管、データ公開

などの状況を尋ねた結果、検体保管加工の環境整備と検体加工整理の体制づくり、標本活用

などにおいて、いろいろな問題をかかえていることが明らかになった。

例えば、検体ストックを入れる専用冷凍庫のない施設が 8 施設あり、検体の劣化を心配して

いる担当者もいた。加工整理の体制（人材）については、約半数の施設でボランティアに依頼

していた。その一方で 6 施設では、完全に外部委託としていることもわかった。約半数の施設

では、標本を保管する専用の設備がなく、4 施設では標本情報の系統的管理がなされていない

ことも明らかになった。

以上のように、各施設は、地域から自然史と関わる博物館活動の担い手として期待されてい

るが、標本の作製・保管の体制は厳しいものであった。それでも、各担当者は、自然史標本を

残すことの重要性について強く意識し、何らかの形で地域からの期待に応えたいと考えている

ことも明らかとなった。地域ネットワークが果たすべき素地があり、成果が十分に期待できる

だろうとの結論に至ったのである。

６．連携活動がスタート

アンケート回答をまとめて 25 施設にフィー

ドバックすると共に、第 1 回情報交換会を行っ

た（図 2）。13 施設からの参加があり、各施設

の問題や標本作製活用への取り組みについて話

しあう機会を持つことができた。交換会の前に

は、地球博物館の標本作製の現場や検体でいっ

ぱいとなっている冷凍庫、整理がなかなか進ま

ない収蔵庫などもすべてオープンにして見学し

てもらった。地球博物館こそが最も深刻な状況

にあり、現在の体制を作るまでの過程について

も理解してもらえたかと思う。

そして「連携ってどうするの？」疑問だらけの参加者に企画グループが提案したことは、「自

図２．第 1回 かながわ鳥獣標本の技術情報交流会
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然史標本作製・保管のマニュアル作り」と「自然史標本作製・整理・活用を協同で進めるグルー

プ作り」の 2 つである。

●マニュアル作りについて

検体受入れから標本公開までの流れ図（図 3）を作って、それぞれやるべきことを整理す

ることは重要である。たとえば、検体を廃棄する場合は、採集情報と共に、各部位の計測や

写真記録は最低限でも残す、という形である。作業工程を整理し、段階ごとに必要となる道

具や資料、記録するべき情報（図 4）などをまとめた「自然史標本作製・保管のマニュアル

作り」を進めていく予定である。

●協同作業グループについて

「標本作製技術を習得したい」、「学生の実習として標本作製を行いたい」、「自分の施設に

ストックされている検体を使って標本を作り、地域の人々に標本の重要さを知らせたい」、「自

然史標本に関わる情報のデータベース化を行ないたい」、「検体を標本化してくれる施設を探

している」、「教材になりそうな標本を用意したい」など、情報交換会の参加者からの希望は

多岐に及んでいる。共通していることは、自然史標本を残していくことの大切さを理解し、

何らかの形で標本を作製し、それぞれの施設で活用していきたいと考えていることである。

この熱意をいかせる企画として、標本作製の体験講座等を行ないながら、担当者の基礎技

術力の向上を目指す、合同見学会やワークショップによって標本活用や標本作製活用体制に

ついての他地域の現状を学ぶ、といった取り組みを断続的に実施する予定である。担当者の

基礎体力をつけていくことと並行して、自然史標本に関わる第 2 の人材「標本士」の開拓・

検体提供の連絡・斃死体の通報

検体の採集・回収

第 1次情報の記録
（採集場所・採集日など）

検体保管（冷凍庫など）

計測・解剖と第 2次情報の記録
（計測値・形態情報等）

サンプリングと標本作製

収蔵・付随情報まとめ

標本情報の公開
標本の活用

検体の入手・種同定

譲渡

計測・写真記録

廃棄

自施設で収蔵不可と
判断した場合

自施設で収蔵可と判断した場合

図３．検体受入れから標本公開までの流れ図

図４．自然史標本作製・　　　　　　　
　保管のマニュアルの基礎資料
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養成もすすめていかなければならない。彼らの働きやすい環境整備、標本士候補生の養成プ

ログラム作りなど検討すべき課題が多いが、自然財を構成の残すためにぜひとも実現させて

いきたい。

　

７．地域連携の「標本」ネットワークをめざして

博物館施設の学芸スタッフにとって、自然史標本を作り残していくことは法律に定められ

た職務であり、自然財を後世に残すために続けていかなければならないことである。とはい

え、人材がいない、あるいはほかの職務との兼ね合いから十分に取り組むことができない施

設が多いのが日本の現状だろう。今回、神奈川県内の博物館施設、大学、個人が協働で取り

組んでいる標本ネットワークの運用が進み、マニュアル等が整備されれば他地域での現状に

合わせた標本作製にかかる標準スタイルの構築は可能であると考える。本研究は JSPS 科研費 

JP17K01219 の助成を受けてすすめている。
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